
議 案 第 １ 号 

 

専決処分の報告及び承認について 

 

松戸市市税条例の一部を改正する条例の制定については、平成２７年４月１

日を施行日として地方税法等の一部を改正する法律が同年３月３１日に公布さ

れたことに伴い、環境負荷の小さい軽自動車等に対する軽自動車税の特例措置

及び各種税目に係る課税の特例期間の延長措置等が講じられたことから、特に

緊急を要すると認め、一定の環境性能を有する軽自動車等に係るグリーン化特

例制度を導入等するとともに、各種税目に係る課税の特例期間を延長等するた

め、地方自治法第１７９条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分した。 

よって、同条第３項の規定により報告するとともに承認を求める。 

平成２７年６月９日提出 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 



専  決  処  分  書 

 

松戸市市税条例の一部を改正する条例の制定について、地方自治法第１７９

条第１項の規定により、別紙のとおり専決処分する。 

平成２７年３月３１日 

 

松戸市長 本郷谷 健 次 

 

 

理    由 

 

地方税法の改正に伴い、一定の環境性能を有する軽自動車等に係るグリーン

化特例制度を導入等するとともに、各種税目に係る課税の特例期間を延長等す

るため。 



松戸市市税条例の一部を改正する条例 

 

松戸市市税条例（平成２７年松戸市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 

第１８条第２項の表第１号オ中「法人税法第２条第１６号」を「法第２９２

条第１項第４号の５」に、「又は同条第１７号の２に規定する連結個別資本金

等の額（保険業法に規定する相互会社にあっては、政令第４５条の３の２に規

定するところにより算定した純資産額）」を削り、「この表」の次に「、第４

項」を加え、同条に次の１項を加える。 

４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に規定する相互会社を除く 。） の資

本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満

たない場合における第２項の規定の適用については、同項の表中「資本金等

の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金

の額が」とする。 

第５３条第６項中「第２条第１２号の７の３」を「第２条第１２号の７」に

改める。 

第５４条第３項中「第２条第１２号の７の２」を「第２条第１２号の６の

７」に改める。 

第７２条及び第７５条中「第１０号の７」を「第１０号の１０」に改める。 

第１５２条第２項中「又は第２８項」を「、第２８項又は第３０項から第 

３３項まで」に改める。 

附則第１条中「、第５条及び第３７条」を「及び第５条」に改める。 

 附則第３条第２項中「第１５条第３４項」を「第１５条第３６項」に改める。 

附則第４条の前の見出しを削り、同条を次のように改める。 

第４条 削除 

附則第５条に見出しとして 「（ 軽自動車税に関する経過措置 ）」 を付し、同

条中「及び附則第３７条」を削り、同条の表中 

 



「 

附則第３７条の

表以外の部分 

第１０３条 附則第５条の規定により読み替え

て適用される第１０３条 

附則第３７条の

表の第１０３条

第２号アの項 

第１０３条第

２号ア 

附則第５条の規定により読み替え

て適用される第１０３条第２号ア 

3,9 0 0 円 3,1 0 0 円 

6,9 0 0 円 5,5 0 0 円 

1 0,8 0 0 円 7,2 0 0 円 

3,8 0 0 円 3,0 0 0 円 

5,0 0 0 円 4,0 0 0 円 

」を

削る。 

附則第６条中「第４１条」を「第５０条」に、「第１５条第３４項」を「第

１５条第３６項」に改める。 

附則第１８条第１項中「平成３９年度」を「平成４１年度」に、「平成２９

年」を「平成３１年」に改める。 

附則第１９条の次に次の見出し及び２条を加える。 

（個人の市民税の寄附金控除額に係る申告の特例等） 

第１９条の２ 法附則第７条第８項に規定する申告特例対象寄附者（次項にお

いて「申告特例対象寄附者」という 。） は、当分の間、第２４条第１項及び

第２項の規定により控除すべき金額の控除を受けようとする場合には、第 

２９条第３項の規定による申告書の提出（第３０条の規定により当該申告書

が提出されたものとみなされる所得税法第２条第１項第３７号に規定する確

定申告書の提出を含む 。） に代えて、法第３１４条の７第１項第１号に掲げ

る寄附金（以下この項及び次条において「地方団体に対する寄附金」とい

う 。） を支出する際、法附則第７条第８項から第１０項までに規定するとこ

ろにより、地方団体に対する寄附金を受領する地方団体の長に対し、同条第

８項に規定する申告特例通知書（以下この条において「申告特例通知書」と

いう 。） を送付することを求めることができる。 

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め（以下この条において「申



告特例の求め」という 。） を行った申告特例対象寄附者は、当該申告特例の

求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第７条第１０項第１号に掲げ

る事項に変更があったときは、同条第９項に規定する申告特例対象年（次項

において「申告特例対象年」という 。） の翌年の１月１０日までに、当該申

告特例の求めを行った地方団体の長に対し、法施行規則で定めるところによ

り、当該変更があった事項その他法施行規則で定める事項を届け出なければ

ならない。 

３ 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の１月  

３１日までに、法附則第７条第１０項の規定により申請書に記載された当該

申告特例の求めを行った者の住所（同条第１１項の規定により住所の変更の

届出があったときは、当該変更後の住所）の所在地の市町村長に対し、法施

行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しなければならない。 

４ 申告特例の求めを行った者が、法附則第７条第１３項各号のいずれかに該

当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項の規定に

よる申告特例通知書の送付を受けた市町村長は、当該申告特例の求めを行っ

た者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものとする。 

第１９条の３ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する寄

附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第３項の規定による申告

特例通知書の送付があった場合（法附則第７条第１３項の規定によりなかっ

たものとみなされる場合を除く 。） においては、法附則第７条の２第４項に

規定するところにより控除すべき額を、第２４条第１項及び第２項の規定を

適用した場合の所得割の額から控除するものとする。 

附則第３１条第６項中「第１５条第３４項」を「第１５条第３６項」に、同

条第７項中「第１５条第３７項」を「第１５条第３９項」に、同条第８項中

「第１５条第３８項」を「第１５条第４０項」に改める。 

附則第３２条第９項第２号中「住居」を「居住」に改める。 

附則第４３条の見出しを削り、同条中「第１１項、第１５項から第２２項ま

で、第２４項、第２６項、第３０項、第３４項、第３５項若しくは第４０項」



を「第１３項、第１７項から第２４項まで、第２６項、第２８項、第３２項、

第３６項、第３７項若しくは第４２項」に、「第２８項」を「第３０項から第

３３項まで」に改め、同条を附則第５７条とする。 

附則第４２条中「第３３条」を「第４０条」に改め、同条を附則第５５条と

し、同条の次に次の見出し及び１条を加える。 

（都市計画税における読替規定） 

第５６条 附則第５１条第１項及び第３項の「宅地等」とは法附則第１７条第

２号に、附則第５１条第１項及び第４項の「前年度分の都市計画税の課税標

準額」とは法附則第２５条第６項において読み替えて準用される法附則第 

１８条第６項に、附則第５１条第２項、第４項及び第５項の「商業地等」と

は法附則第１７条第４号に、附則第５１条第４項及び第５項並びに附則第 

５２条の「負担水準」とは法附則第１７条第８号ロに、附則第５２条の「農

地」とは法附則第１７条第１号に、附則第５２条の「前年度分の都市計画税

の課税標準額」とは法附則第２６条第２項において読み替えて準用される法

附則第１８条第６項に、附則第５３条及び第５４条の「市街化区域農地」と

は法附則第１９条の２第１項に、附則第５４条第１項の「前年度分の都市計

画税の課税標準額」とは法附則第２７条の２第３項において読み替えて準用

される法附則第１８条第６項に規定するところによる。 

附則第４１条（見出しを含む。）中「第１５条第３４項」を「第１５条第 

３６項」に改め、同条を附則第５０条とし、同条の次に次の４条を加える。 

（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都

市計画税の特例） 

第５１条 宅地等に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等

の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当

該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅

地等が当該年度分の都市計画税について法第７０２条の３の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下



同じ 。） に1 0 0 分の5 を乗じて得た額を加算した額（当該宅地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く 。） 又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税

額（以下「宅地等調整都市計画税額」という 。） を超える場合には、当該宅

地等調整都市計画税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成２７年度から平成２９年度

までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額

が、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格

に1 0 分の6 を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３（第２０項を除く 。） 又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額を超える場合

にあっては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成２７年度から平成２９年度

までの各年度分の宅地等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計画税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格に

1 0 分の2 を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３（第２０項を除く 。） 又は法附則第１５条から第１５条の

３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあっ

ては、第１項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6 以上0.7 以下の

ものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市計画税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の都市計画税に



係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く 。） 又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課

税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計

画税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7 を超えるものに

係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市計画税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき価格に1 0 分の7 を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除く 。） 又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係

る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市

計画税額とする。 

（農地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市

計画税の特例） 

第５２条 農地に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の都市計

画税の額は、当該農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地に係る

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額（当該農

地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第２０項を除

く 。） 又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける農地

であるときは、当該課税標準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）

に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同

表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の

都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下

「農地調整都市計画税額」という 。） を超える場合には、当該農地調整都市

計画税額とする。 



負担水準の区分 負担調整率 

0.9 以上のもの 1.0 2 5  

0.8 以上0.9 未満のもの 1.0 5  

0.7 以上0.8 未満のもの 1.0 7 5  

0.7 未満のもの 1.1  

（市街化区域農地に対して課する都市計画税の特例） 

第５３条 前条の規定にかかわらず、附則第３７条の規定の適用がある市街化

区域農地に係る各年度分の都市計画税の額は、同条第１項中「固定資産税の

課税標準となるべき価格の３分の１の額」とあるのは、「固定資産税の課税

標準となるべき価格の３分の２の額」として、同条の規定の例により算定し

た税額とする。 

（市街化区域農地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年

度分の都市計画税の特例） 

第５４条 市街化区域農地に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の都市計画税の額は、前条の規定により附則第３７条の規定の例により算

定した当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税額が、当該市街化

区域農地の当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準

額に、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格の３分の２の額に1 0 0 分の5 を乗じて得た額を加算した額（当該

市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第 

２０項を除く 。） 又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税額（以下「市街化区域農地調

整都市計画税額」という 。） を超える場合には、当該市街化区域農地調整都

市計画税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成２７年度から平成  

２９年度までの各年度分の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市街化



区域農地調整都市計画税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき価格の３分の２の額に1 0 分の2 を乗じて得た

額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３（第２０項を除く 。） 又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の

適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める

率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額とした場合における都市計画税額に満たない場合にあ

っては、前項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。 

附則第４０条を附則第４９条とし、附則第３９条を附則第４７条とし、同条

の次に次の１条を加える。 

（特別土地保有税の課税の特例） 

第４８条 附則第３５条の規定の適用がある宅地等（附則第３３条第２号に掲

げる宅地等をいうものとし、法第３４９条の３、第３４９条の３の２又は法

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用がある宅地等を除く 。） に

対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の特別土地保有

税については、第１２９条第１号中「当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格」とあるのは、「当該年度分の固定資産税に係る附則第３５条

に規定する課税標準となるべき額」とする。 

２ 法附則第１１条の５第１項に規定する宅地評価土地の取得のうち平成１８

年１月１日から平成３０年３月３１日までの間にされたものに対して課する

特別土地保有税については、第１２９条第２号中「不動産取得税の課税標準

となるべき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標準となるべき価格（法

附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとした場合における課税標

準となるべき価格をいう。）に２分の１を乗じて得た額」とし、「政令第 

５４条の３８第１項に規定する価格」とあるのは「政令第５４条の３８第１

項に規定する価格（法附則第１１条の５第１項の規定の適用がないものとし

た場合における価格をいう 。） に２分の１を乗じて得た額」とする。 

３ 当分の間、土地の取得の日の属する年の翌々年（当該土地の取得の日が１



月１日である場合にあっては、同日の属する年の翌年）の末日の属する年度

以後の年度における当該土地に対して課する特別土地保有税の課税標準は、

第１２６条第１項の土地の取得価額又は修正取得価額のいずれか低い金額と

する。 

４ 前項の「修正取得価額」とは、法施行規則附則第８条の５第１項に規定す

る額（当該額が、次の各号に掲げる土地の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額を超えない場合にあっては、それぞれ当該各号に掲げる金額）をい

う。 

⑴ 宅地評価土地（宅地及び法附則第１７条第４号に規定する宅地比準土地

をいう。以下同じ 。）  当該宅地評価土地に係る当該年度分の固定資産税

の課税標準となるべき価格に1.4 2 8 を乗じて得た額 

⑵ 宅地評価土地以外の土地 当該宅地評価土地以外の土地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき価格に当該年度の初日の属する年の

前年分の当該宅地評価土地以外の土地に係る評価倍率（土地評価審議会に

係る土地の評価についての基本的事項等に関する省令（平成３年大蔵省令

第３３号）第２条の規定により国税局長が国税局及び税務署において閲覧

に供するものとされている土地の評価に関する事項において定められてい

る倍率をいう。以下同じ 。） を乗じ、さらに1.2 5 を乗じて得た額（評価

倍率の定めのない宅地評価土地以外の土地にあっては、市長が適当である

と認める率を乗じて得た額） 

５ 法附則第３１条の３第３項の規定の適用がある土地に対して課する特別土

地保有税については、第１２９条第１号（第１項の規定により読み替えて適

用される場合を含む 。） 中「控除した額」とあるのは、「控除した額の３分

の１に相当する額」とする。 

附則第３８条を附則第４６条とし、附則第３７条を削り、附則第３６条を附

則第４３条とし、同条の次に次の２条を加える。 

（平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の用途変更宅地等及び類似

用途変更宅地等に係る固定資産税の課税標準額の算出方法） 



第４４条 地方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号。以下 

「平成２７年改正法」という。）附則第１８条第１項の規定により、平成 

２７年度から平成２９年度までの各年度分の固定資産税については、法附則

第１８条の３の規定を適用しないこととする。 

（軽自動車税の税率の特例） 

第４５条 法附則第３０条第１項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自

動車に対する第１０３条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２７

年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初めて道路運送車両法第 

６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項から第４項までにおい

て「初回車両番号指定」という 。） を受けた場合において、平成２８年度分

の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１０３条第２号ア 3,9 0 0 円 1,0 0 0 円 

6,9 0 0 円 1,8 0 0 円 

1 0,8 0 0 円 2,7 0 0 円 

3,8 0 0 円 1,0 0 0 円 

5,0 0 0 円 1,3 0 0 円 

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車  

（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において同 

じ。）に対する第１０３条の規定の適用については、当該軽自動車が平成 

２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受

けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

第１０３条第２号ア 3,9 0 0 円 2,0 0 0 円 

6,9 0 0 円 3,5 0 0 円 

1 0,8 0 0 円 5,4 0 0 円 

3,8 0 0 円 1,9 0 0 円 

5,0 0 0 円 2,5 0 0 円 



３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する三輪以上の軽自動車

（前項の規定の適用を受けるものを除く 。） に対する第１０３条の規定の適

用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年３月３１

日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２８年度分の軽

自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、

それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１０３条第２号ア 3,9 0 0 円 3,0 0 0 円 

6,9 0 0 円 5,2 0 0 円 

1 0,8 0 0 円 8,1 0 0 円 

3,8 0 0 円 2,9 0 0 円 

5,0 0 0 円 3,8 0 0 円 

４ 第１０３条第１号、第２号ア（「3,6 0 0 円」に係る部分に限る。）及び

イ並びに第３号に規定する軽自動車等に対する同条の規定の適用については、

当該軽自動車が平成２７年４月１日までの間に初回車両番号指定を受けた場

合において、平成２７年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規

定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

第１０３条第１号ア     2,0 0 0 円     1,0 0 0 円 

第１０３条第１号イ     2,0 0 0 円     1,2 0 0 円 

第１０３条第１号ウ     2,4 0 0 円     1,6 0 0 円 

第１０３条第１号エ     3,7 0 0 円     2,5 0 0 円 

第１０３条第２号ア     3,6 0 0 円     2,4 0 0 円 

第１０３条第２号イ     2,4 0 0 円     1,6 0 0 円 

第１０３条第２号イ     5,9 0 0 円     4,7 0 0 円 

第１０３号第３号     6,0 0 0 円     4,0 0 0 円 

附則第３５条を附則第４２条とし、附則第３４条を附則第４１条とし、附則

第３３条を附則第４０条とし、附則第３２条の次に次の７条を加える。 

（土地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の固定

資産税の特例に関する用語の意義） 

第３３条 次条から附則第４４条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に掲げる規定に定めるところによる。 



⑴ 農地 法附則第１７条第１号 

⑵ 宅地等 法附則第１７条第２号 

⑶ 住宅用地 法附則第１７条第３号 

⑷ 商業地等 法附則第１７条第４号 

⑸ 負担水準 法附則第１７条第８号イ 

⑹ 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第１８条第６項（附則第 

３６条の場合にあっては法附則第１９条第２項において準用する法附則第

１８条第６項、附則第３８条の場合にあっては法附則第１９条の４第３項

において準用する法附則第１８条第６項） 

⑺ 市街化区域農地 法附則第１９条の２第１項 

（平成２８年度又は平成２９年度における土地の価格の特例） 

第３４条 市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有す

ると認められる地域において地価が下落し、かつ、市長が土地の修正前の価

格（法附則第１７条の２第１項に規定する修正前の価格をいう 。） を当該年

度分の固定資産税の課税標準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を

失すると認める場合における当該土地に対して課する固定資産税の課税標準

は、第７７条の規定にかかわらず、平成２８年度分又は平成２９年度分の固

定資産税に限り、当該土地の修正価格（法附則第１７条の２第１項に規定す

る修正価格をいう 。） で土地課税台帳等に登録されたものとする。 

２ 法附則第１７条の２第２項に規定する平成２８年度適用土地又は平成２８

年度類似適用土地であって、平成２９年度分の固定資産税について前項の規

定の適用を受けないこととなるものに対して課する同年度分の固定資産税の

課税標準は、第７７条の規定にかかわらず、修正された価格（法附則第１７

条の２第２項に規定する修正された価格をいう 。） で土地課税台帳等に登録

されたものとする。 

（宅地等に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の固

定資産税の特例） 

第３５条 宅地等に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の固定



資産税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等

の当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当

該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅

地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用

を受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。

以下この条において同じ。）に 1 0 0 分の 5 を乗じて得た額を加算した額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」という 。） を超える場合には、当該宅

地等調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る平成２７年度から平成２９年度

までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格

に1 0 分の6 を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分の固定資産税につ

いて法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適

用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額を超える場合にあっては、同項の規

定にかかわらず、当該固定資産税額とする。 

３ 第１項の規定の適用を受ける宅地等に係る平成２７年度から平成２９年度

までの各年度分の宅地等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資産税額

が、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格に

1 0 分の2 を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について

法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額と



した場合における固定資産税額に満たない場合にあっては、同項の規定にか

かわらず、当該固定資産税額とする。 

４ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.6 以上0.7 以下の

ものに係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の固定資産税の額

は、第１項の規定にかかわらず、当該商業地等の当該年度分の固定資産税に

係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地等が当該年度分の固定

資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条の３まで

の規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該課税標準額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資産

税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。 

５ 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負担水準が0.7 を超えるものに

係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の固定資産税の額は、第

１項の規定にかかわらず、当該商業地等に係る当該年度分の固定資産税の課

税標準となるべき価格に1 0 分の7 を乗じて得た額（当該商業地等が当該年

度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５

条の３までの規定の適用を受ける商業地等であるときは、当該額にこれらの

規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分の固定資

産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額とする。 

（農地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の固定

資産税の特例） 

第３６条 農地に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の固定資

産税の額は、当該農地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に係る

当該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額（当該農

地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条

から第１５条の３までの規定の適用を受ける農地であるときは、当該課税標

準額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）に、当該農地の当該年度の

次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲げる負担調整

率を乗じて得た額を当該農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準とな



るべき額とした場合における固定資産税額（以下「農地調整固定資産税額」

という 。） を超える場合には、当該農地調整固定資産税額とする。 

負担水準の区分 負担調整率 

0.9 以上のもの 1.0 2 5  

0.8 以上0.9 未満のもの 1.0 5  

0.7 以上0.8 未満のもの 1.0 7 5  

0.7 未満のもの 1.1  

（市街化区域農地に対して課する固定資産税の特例） 

第３７条 政令附則第１４条の２第２項第２号から第４号までに掲げる事由に

より新たに市街化区域農地となった土地（当該事由の生じた日以後政令附則

第１４条の２第１項各号に掲げる事情により新たに市街化区域農地となった

土地を含む 。） に係る市街化区域設定年度（政令附則第１４条の２第２項第

２号から第４号までに掲げる事由の生じた日の属する年の翌年の１月１日

（当該事由の生じた日が１月１日である場合には、同日）を賦課期日とする

年度をいう。以下この条において同じ 。） 以降の各年度分の固定資産税に限

り、市街化区域設定年度に係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対して

課する固定資産税の額は、前条の規定にかかわらず、当該市街化区域農地の

固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額を課税標準となるべき

額とした場合における税額とする。ただし、当該市街化区域農地に対して課

する次の表の左欄に掲げる各年度分の固定資産税の額は、当該市街化区域農

地の当該各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に

同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額を課税標準となるべき額とした場合の

税額とする。 

年度 率 

市街化区域設定年度 0.2  

市街化区域設定年度の翌年度 0.4  

市街化区域設定年度の翌々年度 0.6  

市街化区域設定年度から起算して３年

度を経過した年度 

0.8  

２ 市街化区域農地に係る市街化区域設定年度以降の各年度分の固定資産税に



限り、市街化区域設定年度に係る賦課期日後に政令附則第１４条の２第１項

に規定する事情により新たに市街化区域農地となった土地に対して課する各

年度分の固定資産税については、当該市街化区域農地となった土地に類似す

る市街化区域農地が前項の規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、

当該市街化区域農地となった土地が市街化区域設定年度に係る賦課期日に市

街化区域農地として所在し、かつ、同項の規定の適用があったものとみなし

て、同項の規定を適用する。 

（市街化区域農地に対して課する平成２７年度から平成２９年度までの各年

度分の固定資産税の特例） 

第３８条 市街化区域農地に係る平成２７年度から平成２９年度までの各年度

分の固定資産税の額は、前条の規定により算定した当該市街化区域農地に係

る当該年度分の固定資産税額が、当該市街化区域農地の当該年度分の固定資

産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市街化区域農地に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に 

1 0 0 分の5 を乗じて得た額を加算した額（当該市街化区域農地が当該年度

分の固定資産税について法第３４９条の３又は法附則第１５条から第１５条

の３までの規定の適用を受ける市街化区域農地であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「市街化区域農地調整固定資産税額」という 。） を超える場合には、

当該市街化区域農地調整固定資産税額とする。 

２ 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に係る平成２７年度から平成  

２９年度までの各年度分の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市街化

区域農地調整固定資産税額が、当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格の３分の１の額に1 0 分の2 を乗じて得た

額（当該市街化区域農地が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の

３又は法附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を



当該市街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき額

とした場合における固定資産税額に満たない場合にあっては、同項の規定に

かかわらず、当該固定資産税額とする。 

（免税点の適用に関する特例） 

第３９条 附則第３５条から前条までの規定の適用がある各年度分の固定資産

税に限り、第７９条に規定する固定資産税の課税標準となるべき額は、附則

第３５条、第３６条又は前条の規定の適用を受ける宅地等、農地又は市街化

区域農地についてはこれらの規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額によるものとし、附則第３７条の規定の適用を受ける市街

化区域農地（前条の規定の適用を受ける市街化区域農地を除く 。） について

は同条第１項に規定するその年度分の課税標準となるべき額によるものとす

る。 

附則に次の１条を加える。 

（平成２７年度から平成２９年度までの各年度分の用途変更宅地等及び類似

用途変更宅地等に係る都市計画税の課税標準額の算出方法） 

第５８条 平成２７年改正法附則第１８条第１項の規定により、平成２７年度

から平成２９年度までの各年度分の都市計画税については、法附則第２５条

の３の規定を適用しないこととする。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 


